
保護者様 

                                        令和７年10月

                      大阪市立豊新小学校長  尾﨑 士郎 

  

紅葉の候、平素は本校教育の推進の為に、ご協力いただきありがとうございます。 

 さて、本校では子どもたちが学校生活を楽しく安全に過ごせるように、次のような豊新小学校のきまり

を決めています。子どもたちには、各学級の担任を通じて日常的に指導しておりますが、ご家庭でもご配

慮いただきたくお知らせいたします。 

               豊新小学校まなびのきまり（後期） 

(1) 児童の登校時刻は、８時１０分～８時２５分です。遅れないようにさせてください。 

なお、遅刻・欠席の場合は学校まで、必ずご連絡ください。（ミマモルメでの連絡もご活用ください。） 

※早退する場合は保護者の方がお迎えに来てください。 

(2) 下校時刻は３月～１０月は午後４時３０分、１１月～２月は午後４時です。 

・職員会議等の場合は、授業終了後すぐに下校となります。 

・クラブ・委員会活動のある日は（火曜日）１～３（４）年生は授業終了後すぐに下校します。 

・また、登下校時は、寄り道をしません。 

(3) 登下校時の服装は標準服を原則とし、黄帽子を着用します。校内では名札をつけます。 

・寒い場合は標準服の下にタイツ、レギンス、セーター、ベストを着てもかまいません。 

（黒・紺を基本とします） 

・寒い日は、長ズボン着用可（１１月～３月）とします。（黒・紺を基本とします）なお体育時は安

全に運動できるよう、体操服で行います。ただし、特別な事情がある場合は柔軟に対応しますので、

担任までご相談ください。 

・１１月から、登下校の時に手袋・ﾏﾌﾗｰ・ﾈｯｸｳｫｰﾏｰ・防寒着を着用してもかまいません。登校後は、

ランドセルに入れておきます。授業中や休み時間は使いません。 

・カイロ・レッグウォーマーなどは使いません。（椅子に敷く座布団は使ってもかまいません。） 

（4） 防犯ブザーを身につけて、登下校します。 

（5） 校内は、２足制で教室・特別教室・講堂では上靴を使用します。 

（6） 児童の安全のため、一度登校した後は忘れ物等を取りに帰ることはできません。 

  また、下校後は、忘れ物等を取りくることができません。 

  （どうしても取りに来る必要がある場合は、保護者の方と一緒に来てください。） 

（7） 学校に、金銭や遊び道具など、学習に不必要な物を持ってきません。 

（8） 水分補給のため、水筒にお茶や水を入れて持ってきましょう。ペットボトルを凍らせてもってきません。 

（9） 髪型は華美なものは避け、活動しやすいものにして、長い場合はゴムでくくります。また、髪の

毛を染めたり、脱色したりするなどをしてはいけません。ピアスやネックレス、ミサンガ、カチ

ューシャなどのアクセサリー類はしてはいけません。 

(10) 学校の備品や窓ガラスなどを故意に破損した場合、交換や修理の費用については、保護者の負担

とさせていただきます。 

(11) 校区外に行く時は保護者と一緒に行き、子どもだけで行かせないようにしてください。 

(ゲームセンター、飲食店などは、校区内でも同様に子どもだけでは行かせないでください。) 

(12) 学校の外でも、地域や社会のルールを守り、危ないことや人に迷惑をかけることはしません。 

(13) 携帯電話や SNSに関するトラブルは、個人情報の為、学校では、関与はできません。 

ご家庭の責任の元で必ずルールを確認し、使い方の確認をおこなってください。 

また、万が一トラブルに関係したり、巻き込まれたりした場合は東淀川警察（６３２５－１２３４）

への連絡を行ってください。学校は、ご家庭の責任の元で使用されている SNS等を通した事件・トラ

ブルに関して関与することは難しいです。 

 

 



 


